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令和３年９月定例胎内市教育委員会会議録 

１ 開会年月日   令和３年９月21日（火） 午後１時30分 

 

２ 開 催 場 所   黒川庁舎 第１応接室 

 

３ 出 席 委 員   教育長   中澤 毅 

          委 員   藤木 國裕 

委 員   加藤 直子 

委 員   西濟 睦美 

委 員   佐藤 康広 

 

４ 欠席委員    な し 

 

５ 説明のため出席した者 

学校教育課長   佐久間 伸一 

生涯学習課長   佐藤 一孝 

指 導 主 事   山沢 正仁 

 

６ 事務局職員出席者 

学校教育課係長  須貝 彰 

学校教育課主任  川崎 大介 

 

７ 議 事 日 程 

  日程第１ 開会宣言 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

日程第３ 前回会議録の承認 

 

日程第４ 教育長の報告 

 

日程第５ 議事  

議第21号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出について 

○令和３年度胎内市一般会計補正予算（第９号） 

○令和３年度胎内市一般会計補正予算（第10号） 
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○令和２年度胎内市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議第22号 非違行為を起こした職員の取り扱いについて 

 

日程第６ 報告  

報告第26号 胎内市学校施設の長寿命化計画の一部改訂について 

報告第27号 学区外就学・区域外就学の許可等について 

報告第28号 就学援助児童・生徒の認定等について 

報告第29号 共催・ 後援事業について 

○「保護者と教職員の会」講演会 

○第16回胎内市生涯学習フェスティバル 

 夢の教室パート18・「親と子の都市と建築講座」講座 

 

その他 令和３年度三市北蒲原郡教育委員会連合協議会研修会につい

て 

 

８ 審議の経過及び結果 

 

 〇教育長 

   

 

日程第１ 開会宣言 

 

○ 教育長 

ただ今から、胎内市教育委員会９月定例会を開会します。 

 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名 

 

○ 教育長 

本日の会議録署名委員の指名については、加藤委員を指名します。 

 

 

日程第３ 前回会議録の承認 

 

○ 教育長 

それでは、前回会議録の承認について、お諮りいたします。事務局、説明をお願

いします。 
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○ 事務局 

（令和３年８月27日定例教育委員会会議録について説明） 

 

○ 教育長 

何かご質問等ありますでしょうか。ないようですので承認いたします。 

     会議終了後、藤木委員署名をお願いします 

 

 

日程第４ 教育長の報告 

 

○ 教育長 

続きまして「教育長の報告」に入ります。日程第４のところに教育委員の皆様が

出席された会議なども含めて載せさせていただきました。 

ご質問等ありますでしょうか。 

ないようですので、教育長の報告は以上で終わります。 

 

 

日程第５ 議 事 

 

○ 教育長 

それでは、議事に入ります。 

「議第 21号 議会の議決を経るべき議案についての意見の申出について」審議

します。 

 

＜議事録非公開１＞ 

 

○ 教育長 

     以上で「議第21号」の審議は承認することで終了しました。 

次に追加議案「議第22号 非違行為を起こした職員の取り扱いについて」を議題

といたします。 

 

＜議事録非公開２＞ 

 

○ 教育長 

以上で「議第 22号」の審議は承認することで終了いたしました。 
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日程第６ 報 告 

 

○ 教育長 

次に、報告に入ります。はじめに「報告第26号 胎内市学校施設の長寿命化計

画の一部改訂について」学校教育課長説明をお願いします。 

 

○ 学校教育課長 

追加資料52ページからになります。学校施設の長寿命化計画について一部改訂

いたしましたので報告します。改訂の内容は53ページをご覧ください。この度、胎

内市学校施設の長寿命化計画の中に新たに学校プールの在り方を追加しました。 

改訂の内容については、その下に書いているとおり、各小学校のプール授業につ

いて他の市営プール及び民間プールを利活用し、維持管理経費を削減するととも

に、教職員の負担軽減、教育効果の向上を図ることを目的に、将来的には小学校プ

ールの廃止を検討するというものです。プール授業の学校外プールの移行完了後

は学校のプール施設については、この施設計画の中から除外するということです。 

本日別冊でそれを新たに加えました冊子「胎内市学校教育施設の長寿命化計画」

をお配りさせていただきましました。26ページをご覧ください。今ほど改訂の内容

を申し上げましたが、こちらでは背景、プールの実態、プールに係る維持管理経費

等についてお示ししております。 

背景につきましては、市内の小中学校のプールについて建築から相当程度年数

を経過している施設が多く、老朽化が顕著になっており、改築から長寿命化改修へ

の整備方法への転換を図ったとしても多額の費用を要することが見込まれており

ます。また教職員数の減少から、プール授業の運営のための教職員の負担が大きく

なっており、水泳授業の教育効果や安全面について課題を有していたということ

が背景としてあります。 

プールの実態の学校別プール築年数については、それぞれ小学校５校のプール

の建築年度、経過年数、構造、そして今後必要とされる改修費用見込み額を概算で

示しております。 

右側のプールの維持管理経費については、平成27年度から令和元年度まで５年

間、プール維持管理費の経費について平均で示したものです。それぞれご覧のとお

り、過去５年間で21,630千円ほど支出しております。平均では年間で5,000千円ほ

どの維持管理費を要しているということです。 

先ほどの背景でありました、施設の維持管理費以外の諸課題ということで各学

校単位にヒアリング調査させていただきまして、指導面、安全面、教職員の負担と

いったところから課題があると指摘されておりました。 

これらを踏まえまして28ページになります、繰り返しになりますが今後の方針
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といたしましてプール授業については他の市営プール又は民間プールの利用へ順

次移行しまして将来的に学校プールの事業を廃止するということで検討したとい

うものでございます。実際の具体的な流れは胎内市の民間プール、現在も中条小学

校の低学年がそのプールを使っているという実態があります。あと、市営プールと

いたしましてＢ＆Ｇプールを利用することで学校プールは廃止ということを決定

したということです。以上です。 

 

○ 教育長 

ただ今の説明について、何かご質問等ありますでしょうか。 

 

○ 加藤委員 

     胎内小学校のプールは建築してからまだ10年です。まだプール使えませんか。 

 

○ 学校教育課長 

基本的には使えるプールは、その年度まで使う方向でいますが、実際胎内小学

校のプールはこの冬の大雪の影響でかなり破損したということがあります。その

破損を修理して学校で続けるかといったところも課題でありましたので、それも

含んだ中で順次移行と考えております。 

 

○ 加藤委員 

教育現場、場所もそうですが、内容もスイミングスクールにいるコーチの力を借

りる。ちょっと民営化のような感じなのかなと思ました。授業の場所、内容を委託

など、そういう方向も視野に入っていますか。 

 

○ 学校教育課長 

現時点では委託ということは全く想定しておりません。あくまでも授業の補助・

サポートをしてもらうといったことで考えています。 

 

○ 加藤委員 

     分かりました。 

 

○ 教育長 

     そのほか、ご質問等ありますでしょうか。 

 

○ 西濟委員 

スイミングスクールを使うということになっていくとして、今コロナ禍でスイ

ミングスクールも更衣室は使わないで最初から水着を着て行くなど、設備的には
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そこに全部の学校が行くということになると、心配な面もあります。 

今年度、前年度、水泳授業がまったくなく、その代わりに体育の評価が何に代

わったのか。水泳の評価がなくて、何で体育を評価したのか。 

 

○ 山沢指導主事 

水泳は必ず実施し、評価しなくてはならないというものではありません。体育

における他の内容の時数を増やすなどして実施しています。それらを総合的に判

断して年間で評価をします。 

通知表の水泳の評価に関しては、年度当初に入れてあれば斜線という形になる

と思います。間に合った学校は通知表の項目から削除しているかもしれません。

そのあたりは学校で対応が違うと思います。 

 

○ 西濟委員 

     はい、分かりました。ありがとうございます。 

 

○ 教育長 

そのほか、ご質問等ありますでしょうか。 

ないようですので、次に「報告第27号 学区外・区域就学の許可等について」学

校教育課長説明をお願いします。 

 

＜議事録非公開３＞ 

 

○ 教育長 

次に、「報告第28号 就学援助児童・生徒の認定等について」学校教育課長説明

をお願いします。 

 

＜議事録非公開４＞ 

 

○ 教育長 

次に、「報告第29号 共催・後援事業について」説明をお願いします。 

 

○ 学校教育課長 

議案書８ページからになります。はじめに保護者と教職員の会の講演会の後援

申請について承認いたしましたので報告します。９ページをご覧ください。新潟県

教職員組合下越支部から事業名といたしましては、保護者と教職員の会主催講演

会「伝わる言葉 伝わる力」、フリーアナウンサーの遠藤麻理さんをお迎えしての

講演会についての後援申請でございました。目的、内容、日時、場所についてはご
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覧のとおりです。10 ページが実施計画です。下の今後の予定をご覧いただきたい

と思いますが、10 月上旬にチラシの発送作業を行いたいということから承認の申

請があり、許可いたしました。学校教育課からは以上です。 

 

○ 生涯学習課長 

続きまして、生涯学習課の関係になります。議案書 11 ページをご覧ください。

新潟県建築士会北蒲原支部から第 16回胎内市生涯学習フェスティバルにおいて実

施する夢の教室パート 18「親と子の都市と建築講座」への後援申請がございまし

て、11月 14日に産業文化会館で講座が開催されます。内容といたしましては、胎

内市の児童に自分たちが住んでいる街の有名な建築物を折り紙でつくって楽しん

でもらうというものです。こちらの申請につきまして承認いたしましたことをご

報告します。以上です。 

 

○ 教育長 

何かご質問等ありますでしょうか。 

ないようですので、その他事務局からありますでしょうか。 

 

○ 事務局 

議案書 13 ページご覧ください。10 月 15 日、三市北蒲原郡教育委員会連合協議

会の研修会について、集合時間など皆様にお配りしたところですが、本日、お手元

にお配りしました追加資料の 55 ページをご覧ください。９月 16 日付で中止の文

書が来ました。延期ではなく、中止ということです。以上です。 

 

 

 

次回定例会の日程について 

 

○ 教育長 

以上で報告、その他終了いたします。それでは次回 10月定例会の日程について、

10月 25日（月）の午後はいかがでしょうか。 

 

＜全員了承＞ 

 

○ 教育長 

それでは 10月 25日（月）午後１時 30分からこの会場でお願いしたいと思いま

す。以上で９月定例教育委員会終了させていただきます。 
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午後２時30分 閉会 

 

 

令和  年  月  日 

 

教  育  長                 

 

会議録署名委員                 

 


